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最低賃金大幅引上げと社会保険料増加でダブル負担増加に 
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(参考)標準報酬月額9.8万円で社会保険に10年間加入した場合、支払う保険料は約177万円（＝9.8万円×12か月×10年
×健康保険･介護保険・厚生年金保険料率本人負担15.06％）として、将来の年金受給額は年間約6.4万円（＝9.8万円
×12か月×10年×報酬比例乗率0.5481％）で、回収に約27年（＝15.06％÷0.5481％）を要します。なお、厚生年金保
険料のみで比較しますと回収に約16.7年（＝厚生年金保険料本人負担9.15％÷0.5481％）を要します。 

 

 最低賃金 
 全国加重平均 

1500円 － 

1055円 － 

2024年10月 2025年10月 2026年10月 2029年10月 

～ ～ 

(1055円×1.0725) 

1132円(+77円) 

1055円 2024年比 
 ＋77円 

全国加重平均で毎年平均7.25%引上げ 

※各都道府県の最低賃金に労働者数（正
社員・パート等を問わず賃金を支払わ
れる者）で重みを付けた額 

＝ (Ａ県○円×Ⓐ人＋Ｂ県○円×Ⓑ人＋…） 
         (Ⓐ人＋Ⓑ人＋…) 

2027年10月 2028年10月 

(1132円×1.0725) 

1215円(+83円) 

(1215円×1.0725) 

1304円(+89円) 

(1304円×1.0725) 

1399円(+95円) 

(1399円×1.0725) 

1500円(+101円) 

2024年比 
 ＋160円 

2024年比 
 ＋249円 

2024年比 
 ＋344円 

2024年比 
 ＋445円 

[１] 最低賃金の大幅引上げ ── 首相公約  2029年まで全国平均1500円に引上げ  毎年平均7.25%の引上げが必要 

社会保険の標準報酬月額について、最低賃金引上げの10月～12月の間に、最低賃金引上げ額に
残業等を加算して2等級以上増加となった場合は、年金事務所に月額変更届を出す事になり、翌年1
月分から社会保険料負担が増加します。なお、月額変更届の提出に該当しない場合でも、最低賃金引上
げの翌年4月～6月の算定基礎届により、その年の9月分以降の社会保険料負担が増加します。 

手取 
1,043,724円 

従業員 
 

所得税 1,276円 
住民税10,000円 

～ ～ 

本人負担の2割 
32,846円 

  ～本来164,232円 

賃金 
1,055,000円 

会社 
 

手取 
1,017,080円 

従業員 
 

住民税5,000円 

～ ～ 

社保料肩代り 
(本人負担の8割) 
126,312円 

     ～本来0円 

社会保険料 
会社負担 

174,914円 

賃金 
1,060,000円 

会社 
 

2026年3月以前
  

2026年4月 
 ▽  

「現行制度で壁
となっている年
収106万円では
労 使 の 負 担 割
合を１:９とし、年
収が上がるごと
に ２ : ８ 、 ３ : ７ と
し、一定水準で
本来の５:５に戻
す 仕 組 み を 想
定」（社会保障
審 議 会 2024 年
11月15日による
日経新 聞記事
2024 年 11 月 16
日掲載より) 
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[２] １０６万円の壁撤廃と社会保険料の負担 ── 厚生労働省案  2026年4月スタート 

高校生・短大生・大学生（昼
間学生）で、月の出勤日数又
は週の労働時間が通常労働
者の4分の3未満の者は除く 

(年収106万円の場合) 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


